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１．公益社団法人移行報告

１）公益社団法人移行への経緯

平成 24 年 5 月 24 日：一般社団法人日本地震工学会第 3 回社員総会第 8 号議案において公

益社団法人化への移行について審議し、承認された。

平成 24 年 11 月 9 日：臨時社員総会において「公益社団法人化を踏まえた定款の改定案」

と「定款改定案に今後修正の必要が生じた場合の修正とその承認を

会長に一任すること」が承認された。

平成 24 年 12 月 7 日：電子申請実行

平成 25 年 4 月 26 日：公益認定等委員会が「一般社団法人日本地震工学会」を公益認定の

基準に適合すると認めるのが相当であることの答申書を内閣総理大

臣に提出。

平成 25 年 5 月 1 日：公益社団法人としての認定書交付（14:30）

公益社団法人日本地震工学会の登記申請（法務局）
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２． 公益社団法人日本地震工学会定款および主要規則（定款第46 

条において社員総会において報告することが規定されている 

規則） 

1) 公益社団法人日本地震工学会定款 

2) 公益社団法人日本地震工学会一般規則 

3) 公益社団法人日本地震工学会会員規則 

4) 公益社団法人日本地震工学会財産管理運用規則 

5) 公益社団法人日本地震工学会総会規則 

6) 公益社団法人日本地震工学会理事会規則書 



公益社団法人 日本地震工学会定款

2012 年 11 月 9日制定

第１章 総則

（名称）

第１条 この法人は、公益社団法人日本地震工学会と称し、英文名は、

Japan Association for Earthquake Engineering (JAEE) とする。

（主たる事務所）

第２条 この法人は主たる事務所を東京都港区に置く。

２ この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地におくことができる。

第２章 目的及び事業

（目 的）

第３条 この法人は、地震工学および地震防災に関する学術・技術・教育の進歩発展をはか

り、地震災害の軽減に貢献する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的とす

る。

（事 業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地震工学及び地震防災に関する調査研究とその振興

(2) 地震工学及び地震防災に関する研究発表会の開催

(3) 地震工学及び地震防災に関する会報・論文集及び研究成果等の発行

(4) 地震工学及び地震防災に関する文献・資料の収集及び活用

(5) 地震工学及び地震防災に関する講演会・講習会・展覧会・見学会などの開催、その他

普及活動

(6) 地震工学及び地震防災に関する国内外との学術・技術・教育の交流

(7) 地震工学及び地震防災に関する業績の表彰

その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

２ 前項の事業については本邦及び海外で行うものとする。

第３章 会員

（法人の構成員）

第５条 この法人の会員は、次の 3種とする。

(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人

(2) 法人会員 この法人の目的に賛同して入会した団体

(3) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した大学等に在籍する学生
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２ 前項の会員のうち正会員及び法人会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。

３ 第１項(1)(2)(3)の３種の会員とは別に、当法人の目的達成に多大の貢献をした者、又

は地震工学あるいは地震防災に関する学術・技術・教育の進歩発展に功績顕著な者に、社

員総会の議決を経て、名誉会員の称号を贈ることができる。

４ 正会員及び法人会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利をこの法人に対し

て行使することができる。

(1) 法人法第 14 条第 2項の権利（定款の閲覧等）

(2) 法人法第 32 条第 2項の権利（社員名簿の閲覧等）

(3) 法人法第 57 条第 4項の権利（社員総会の議事録の閲覧等）

(4) 法人法第 50 条第 6項の権利（社員の代理権証明書面等の閲覧等）

(5) 法人法第 51 条第 4項及び 52 条第 5項の権利（議決権行使書面の閲覧等）

(6) 法人法第 129 条第 3項の権利（計算書類等の閲覧等）

(7) 法人法第 229 条第 2項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等）

(8) 法人法第 246 条第 3項、第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利（合併契約等の閲

覧等）

（入 会）

第６条 正会員・法人会員・学生会員になろうとする者は、理事会において別に定めると

ころにより、入会の申し込みを行い、その承認を受けなければならない。

（会費等）

第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は入会金及び会

費、法人会員、学生会員は会費を理事会において別に定める額を支払う義務を負う。

（任意退会）

第８条 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退

会することができる。

（除 名）

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によって当該会員

を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

２ 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員にあらかじめその旨を通知すると

ともに、除名に係る決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

（会員資格の喪失）

第 10条 第８条、第９条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。
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(1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(4)総社員の同意があったとき。

２ 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義

務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

３ この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、

これを返還しない。

第４章 社員総会

（構 成）

第 11条 社員総会は、すべての正会員と法人会員をもって構成する。

2 総会をもって、法人法上の総会とする。

（権 限）

第 12条 社員総会は、次の事項について決議する。

（1）会員の除名

（2）理事及び監事の選任及び解任

（3）各事業年度の事業報告及び収支決算の承認

（4）貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認

（5）定款の変更

（6）解散及び残余財産の処分

（7）基本財産の処分

（8）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開 催）

第 13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要

がある場合に臨時総会を開催する。

（招集）

第 14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集

する。

２ 総正会員と総法人会員からなる議決権の 10分の 1以上の議決権を有する正会員及び法

人会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請

求することができる。

（議 長）

第 15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。また会長が欠けたときは副会長、理事

の順でこれにあたる。

（議決権）
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第 16条 社員総会における議決権は、正会員及び法人会員１名につき１個とする。

（決 議）

第 17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員

と総法人会員からなる議決権の過半数を有する正会員及び法人会員が出席し、出席した正

会員及び法人会員の議決権の過半数をもって行う。

２ 第１項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員と総法人会員の半数以上であって、

総正会員と総法人会員からなる議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行

わなければならない。

（議決権の代理行使）

第 18条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権を代理行使する

ことができる。

２ 前項の規定による代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項

を電磁的方法により提供することができる。

３ 第 1 項の規定による代理権の授与は、社員総会ごとに行われなければならない。

４ 第 1 項の規定による代理出席者は社員総会の定足数および議決数に算入する。

（議事録）

第 19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 議長及び出席した理事のうち予め議事録署名人として指定された理事 2 名は、前項の

議事録に記名押印する。

第５章 役員

（役員の設置）

第 20条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3 名以上 20 名以内

(2) 監事 2 名以内

2 理事のうち 1 名を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。

3 理事のうち 1 名以上 3 名以内を副会長とする。

4 理事のうち 1 名の専務理事を置くことができる。また副会長と専務理事は兼任できな

い。

5 副会長及び専務理事を法人法第 91条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
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（役員の選任）

第 21条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。

２ 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、理事会は、

正会員に会長候補者を付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。

３ 副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

４ 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3親等内の親族その他法令で定める

特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事について

も、同様とする。

（理事の職務及び権限）

第 22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行す

る。

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行

する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。

４ 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で年に２回以上、自

己の職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第 23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作

成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び

財産の状況を調査することができる。

（役員の任期）

第 24条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

２ 前項に関わらず、会長は重任できない。

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

４ 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了、又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権

利義務を有する。

（役員の解任）

第 25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）

第 26条 理事及び監事は、無報酬とする。

（役員の法人に対する損害賠償及び損害賠償責任の一部免除）

第 27 条 理事または監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって

生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第 112 条の規定にかかわらず、この責任は、す
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べての正会員の同意がなければ、免除することができない。

第６章 理事会

（構 成）

第 28条 この法人に理事会を置く。

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権 限）

第 29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

その他、法令又はこの法人の定款に定められた事項

（招 集）

第 30条 理事会は、会長が招集するものとする。

２ 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（議 長）

第 31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

２ 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、出席した理事の中から議長を選出

する。

（決 議）

第 32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、法人法第 96条の要件を満たしたときは、理事会の決議が

あったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は除く。

（議事録）

第 33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

２ 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第７章 資産及び会計

（財産の種別）

第 34条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の２種類とする。

２ 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定

めたものとする。

３ その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

４ 前第２項、第３項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を

もって管理しなければならず、基本財産を処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総
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会の承認を要する。

（事業年度）

第 35条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第 36条 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなけ

ればならない。これを変更する場合も同様とする。

２ 会長又は副会長は、前項の承認を得た後、最初に開かれる社員総会においてこれを報

告しなければならない。

３ 第１項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了す

るまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第 37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を

作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなけ

ればならない。

（1）事業報告

（2）事業報告の附属明細書

（3）貸借対照表

（4）損益計算書（正味財産増減計算書）

（5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

（6）財産目録

２ 前項の書類については、毎事業年度終了後３ヶ月以内に行政庁に提出しなければならな

い。

３ 第１項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、従た

る事務所に３年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従た

る事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（1）監査報告

（2）理事及び監事の名簿

（3）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載

した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第 38条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８条

の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定

し、前条第３項第４号の書類に記載するものとする。
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第８章 定款の変更および解散

（定款の変更）

第 39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

（解 散）

第 40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

（公益認定の取り消し等に伴う贈与）

第 41条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅

する場合であって、この法人の権利義務を承継する法人が公益法人でない場合には、社員

総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消

しの日、又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第 42条 この法人が解散する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国に

贈与するものとする。

第９章 公告の方法

（公告の方法）

第 43条 この法人の公告は、電子公告により行う。

２ 事故その他やむえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官

報へ掲載して行う。

第 10 章 委員会

（委員会）

第 44条 この法人の事業を遂行するため必要があるときは、理事会の議決により委員会

を 置くことができる。

２ 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 11 章 事務局

（事務局）

第45条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。

２ 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

３ 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

第 12 章 規 則
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（規則）

第 46条 本定款施行に必要な事項のうち、以下の各号に示すものは、理事会の議決により

別に定め、社員総会に報告する。

(1) 一般規則

(2) 会員規則

(3) 財産管理運用規則

(4) 総会規則

(5) 理事会規則

（規程）

第 47条 本定款及び前条で定める規則以外で、当法人の運営に必要な事項は規程として理

事会の議決により別に定める。

（法令の準拠）

第 48 条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法に関する法律及びその他法令に従う。

第 13 章 補 則

（委任）

第 49条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の

決議を経て、会長が別に定める。

附則

1) この定款は、内閣総理大臣による公益認定を受けた日から施行される。

2) 公益認定を受けた日は、2013 年 5 月 1 日である。
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公益社団法人 日本地震工学会 一般規則

2012 年 12 月 7 日制定

第１章 総 則

（目的）

第 1 条 この規則は公益社団法人日本地震工学会（以下、「この法人」とする。）定款第 46

条に基づき、この法人の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第２章 事 業

（出版物、ニュース等）

第２条 この法人は、次に掲げる定期出版物を発行するほか、委員会の研究成果その他で、

目的達成のため必要と認めたものを出版する。

(1) 日本地震工学会誌

(2) 日本地震工学会論文集

(3) JAEE NEWS メール配信

(4) JAEE NEWSLETTER

（電子広報、講演会等）

第３条 この法人は、定款第４条に掲げる地震工学および地震防災に関する学術・技術・

教育の進歩発展をはかり、地震災害の軽減に貢献するため、次の事業を行う。

(1) ホームページの運営

(2) 調査研究とその振興

(3) 講演会・講習会・展覧会・見学会等の開催

(4) 国内外との学術・技術の交流

(5) 次に掲げる業績の表彰

ｲ) 論文集における論文賞、論文奨励賞

ﾛ) 年次大会における優秀論文発表賞

ﾊ) 功績賞、功労賞

ﾆ) 感謝状

(6) 地震災害対応活動

(7) スペシャルアドバイザーの委嘱

(8) その他、理事会が必要と認めた事業

（年次大会、日本地震工学シンポジウム、国際シンポジウムの開催）
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第４条 この法人は、原則として、毎年１回以上、全国より会員の参集を求めて大会、お

よび国際シンポジウムを開催し、会員の研究発表その他目的達成に必要な行事を行う。

但し、日本地震工学シンポジウムを催す年はこの限りではない。

２ この法人は、原則として、４年に１回、日本地震工学シンポジウムを他学会と共催す

る。

第３章 委 員 会

（委員会の設置）

第５条 この法人は、法人の運営ならびに定款第４条の事業遂行のために必要あるときは、

理事会はその議決により、委員会を設置することができる。

（委員会の統括）

第６条 各委員会のもとに、下位の委員会等を設ける場合には、上位の委員会がこれを統

括し、必要に応じて理事会に報告、審議付与する。

（委員会の組織・設置場所）

第７条 委員会は、会員をもって組織する。ただし、特に必要ある場合は、会員外の専門

家を委員に加えることができる。

２ 委員会は、必要の地に置く。

３ 委員会は、委員長および幹事を委員の互選によって決める。委員長および幹事は正会

員でなければならない。

４ 委員長は、委員会を統括し、幹事は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その

職務を代行する。

（委員の任期）

第８条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、委員会が２年以上継続する場合には、

その重任は妨げない。

（委員の委嘱）

第９条 委員は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

（委員会の報告事項）

第 10 条 委員会は、毎年３月末、その年度の事業概要報告を、また委嘱事項結了のときは、

その経過ならびに成案に関する報告を会長に提出しなければならない。
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（委員会の運営規程）

第 11 条 委員会は、理事会または上位の委員会の承認を経て、運営規程を定める。

２ 運営規程には、次の事項のほか必要な事項を定める。

(1) 目的・事業

(2) 存置期間

(3) 組織・構成

(4) 委員の任期

(5) 運営方法

３ 運営規程は、原則として第５条から第９条までの各項に則って定めるものとするが、

特別の理由がある場合にはこの限りではない。

（委員会の意見の対外発表）

第 12 条 委員会としての意見を外部に発表する場合には、理事会に報告しなければならな

い。

２ 委員会としての意見を本会の意見として外部に発表する場合には、理事会の承認を経

なければならない。

第４章 事 務 局

（事務局の業務）

第 13 条 事務局は、理事から事務局に付された代行業務を執行する。

２ 事務局は監事からの請求があるときは、事務局の業務執行状況を速やかに報告しなけ

ればならない。

（事務局長）

第 14 条 理事会の事務局に理事会が選任した事務局長をおく。

２ 理事会は以下の場合、事務局長を解任することができる。

(1) 事務局長が辞職を申し出た場合

(2) 事務局長の雇用契約の終了期限に達した場合

(3) 事務局長がこの法人に多大な損害を与えた場合

３ 事務局長は、事務局の業務が適切に遂行されるように事務局を統括する。

４ 事務局長の職務権限は理事会が決定・変更することができる。

（事務局の体制）

第 15 条 事務局の体制は、会長が定め、理事会に報告する。
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（労働協約）

第 16 条 事務局の職員との労働協約の締結は、会長が行い理事会に報告する。

（事務局の備え付け帳簿と書類）

第 17 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備え置かなければならない。

(1) 定款

(2) 会員名簿（および会員の異動に関する書類）

(3) 理事および監事の名簿

(4) 登記に関する書類

(5) 社員総会および理事会の議事に関する書類

(6) 財産目録

(7) 事業計画書および収支予算書

(8) 事業報告書および計算書類等

(9) 監査報告書

(10) その他法令で定める帳簿および書類

２ 前項各号の帳簿および書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、別に定める

情報公開規程による。

第５章 そ の 他

（情報公開）

第 18 条 この法人は情報公開を積極的に行うものとする。

２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により情報公開規程に定める。

（個人情報の保護）

第 19 条 この法人は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

２ 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により個人情報保護方針に定め

る。

（改廃）

第 20 条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行い、社員総会に報告する。

附則

1) この規則は、内閣総理大臣による公益認定を受けた日から施行される。

2) 公益認定を受けた日は、2013 年 5 月 1 日である。
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公益社団法人 日本地震工学会 会員規則

2013 年 3 月 29 日制定

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、定款第 2 章の目的及び事業、並びに第 12 章の規則に基づき、この法

人の会員の入会及び退会、並びに、入会金及び会費の納入に関して必要な事項を定める

ものとする。

第２章 入会及び退会

（入会基準及び手続）

第２条 この法人の会員として入会しようとする個人又は団体（法人）に対しては、別表

に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の議を経て定める入会申込書の提出を求めるこ

ととする。

２ 前項の入会申し込みに対しては、別紙の基準により、理事会において入会の可否を決

定し、これを申込者に通知する。

（会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い）

第３条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。

２ 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会

が別に定める変更届の提出を求める。

３ 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の

範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。

（退会事由及び手続）

第４条 理事会が別に定める退会届を提出して、会員は、会費を完納したうえ、任意に退

会することができる。

２ 定款第 10 条の定めにより、退会以外の事由により、会員の資格を喪失した場合は、退

会と同じく会員名簿の登録を抹消する。

３ 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費、その他の拠出金は返

還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することは

できないものとする。
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（再入会）

第５条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由

を記した説明書と共に、改めて第２条に定める入会申込書の提出を求めることとする。

２ 前項の再入会申込に対しては、第２条に定める基準により、理事会において再入会の

可否を決定し、これを申込者に通知する。

ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払わない限

り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後、３年

間は、再入会を認めないこととする。

第３章 入会金及び会費

（入会金）

第６条 会員は、次の入会金を納入しなければならない。

正会員 1,000 円

法人会員 なし

学生会員 なし

（入会金の納期）

第７条 入会金は、この法人から入会承認の通知を受けた日から９０日以内に納入しなけ

ればならない。

（会費）

第８条 会員は、次の会費（年額）を納入しなければならない。

正会員 10,000 円

法人会員 一口 20,000 円（一口以上）

学生会員 1,000 円

２ 海外在住の会員は、会費のほかに、配布する出版物の送料として理事会で適当と認め

た金額を納入しなければならない。

３ 学生会員が引き続いて正会員になる場合は、正会員 1 年目の会費を 3,000 円とする。

（会費の納期）

第９条 会費は、毎事業年度、原則として３月３１日までに、会費年額の全額を納付しな

ければならない。

２ 会費滞納に対する催告及び懲戒手続きについては、別に理事会において定める。

（中途入会の会費及び納期）
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第１０条 事業年度の中途に入会した正会員の当該事業年度の会費は、入会申込日が 3 月

から 5 月までの場合は年額の全額、6 月から 8 月までの場合は年額の 75%、9 月から 11

月までの場合は年額の 50%、12 月から 2 月までの場合は年額の 25%とする。

２ 法人会員および学生会員は年度途中入会でも年額の全額を納付する。

３ 前項の会費の納入は、この法人から入会承認の通知を受けた日から原則として３０日

以内とする。

（入会金及び会費の免除）

第１１条 理事会は、次のいずれかに該当する個人会員については、第６条及び第８条の

規定にかかわらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方の免除を議決することがで

きる。

(1) 特に多額の会費を納入する団体（法人）会員に所属する個人正会員又は個人学生会員

について、当該団体（法人）会員から入会金又は会費若しくは入会金及び会費の免除

申請があった場合

(2) 免除すべき相当の事由があると認める個人正会員又は個人学生会員

(3) 名誉会員

（会費の使途）

第１２条 会費はその 50%を、定款第４条に示す地震工学および地震防災に関する学術・

技術・教育の進歩発展をはかり、地震災害の軽減に貢献する事業のように公益事業に

使用し、残りの 50%は本学会の管理運営するために使用する。

第４章 会員の権利と特典

（会員の権利）

第１３条 定款第 3 章第 5 条第 4 項に記載の権利を持つ。

（会員の特典）

第１４条 会員は別に定める特典を受けることができる。

（会員資格喪失に伴う権利および義務）

第１５条 会員が会員資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れ

る。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
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第５章 雑則

（改廃）

第１６条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行い、社員総会に報告する。

附則

1) この規則は、内閣総理大臣による公益認定を受けた日から施行される。

2) 公益認定を受けた日は、2013 年 5 月 1 日である。
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（別紙）

入会申込書に記載する主要事項

１ 正会員及び学生会員

（１）入会に際しての誓約

（２）氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・Fax・メールアドレス

（３）勤務先名称、所属部署・役職名、住所、電話・Fax・メールアドレス

（４）最終学歴

（５）会費請求書及び資料等の送付先

（６）個人情報公開についての同意・不同意の確認

機関紙等での公表とその範囲（氏名、勤務先）

勤務先からの問合せがあった場合（氏名、会員種別、入会日）

２ 法人会員

（１）入会に際しての誓約

（２）団体（法人）名、所在地

（３）代表者氏名、役職

（４）事務連絡者（氏名、所属部署、役職名、電話・Fax・メールアドレス）

（５）年会費額

入会の基準

１．正会員 地震工学・地震防災の分野に関する学歴・経験をもつ個人で、次の各号の一

つに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 高等専門学校または同程度以上の学校を卒業し、実務経験をもつ者

(3) 高等学校を卒業し、実務経験をもつ者

(4) 上記の分野以外を専門とする者または外国の学校を卒業した者の正会員としての資格

は前各号に準じ、かつ、この会の目的に寄与するに必要な学識経験を持つ者とする。

(5) その他理事会で、前各号と同等以上の資格ありと認められた者

２．法人会員 地震工学・地震防災およびこれらに関連する次の事業を営む法人等とする。

(1) 建設業、建設設計業、建設コンサルタント、建材業、その他これらに準ずるもの

(2) 製造業、公益事業、報道・情報事業、保険業、その他これらに準ずるもの

３．学生会員 地震工学あるいは地震防災に関連する学術・技術を学ぶため、大学院、大

学、専門学校、高等学校およびこれに準ずる学校に在学中の個人とする。
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公益社団法人 日本地震工学会財産管理運用規則

2012 年 12 月 7 日制定

第１章 総 則

第 1 条（目的）この規則は、定款第 7章による公益社団法人日本地震工学会（以下「本

会」という。）の収支状況、財産の状態を明らかにし、真実明瞭な報告の提供と効

率的運営を的達とする。

第２条（適用範囲）この規則は、本会の会計業務のすべてについて適用する。

第３条（会計の原則）本会の会計は法令、定款及びこの規程の定めによるほか、公益法

人会計基準に準拠して処理しなければならない。

第４条（会計年度）本会の会計年度は定款に定めるところにより、毎年 4月 1 日より翌

年 3 月 31 日とする。

第５条（規則の変更）この規則の変更は、理事会の議決により総会に報告するものとす

る。

第２章 勘 定 及 び 帳 簿

第６条（勘定科目）本会の一切の取引は、別に定める勘定科目により処理する。

第７条（帳簿等）会計帳簿は次のとおりとする。

１．主要帳簿

(1)総勘定元帳

(2)仕分帳（又は会計伝票）

２．補助帳簿

(1) 現金出納帳

(2) 預金出納帳

(3) 収支予算の管理に必要な帳簿

(4）固定資産台帳

（5）基本財産台帳

（6）特定資産台帳

(7) 会費台帳
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２ 会計台帳は、公正な会計慣行の様式により作成すること。

第８条（会計責任者）会計責任者は会計担当理事（以下、「会計責任者」という。）と

する。

第９条（帳簿書類の保存）帳簿、伝票、書類の保存期間は、会計担当理事中 1 名の検印

を受けて、10 年保存しなければならない。

２ 前項の期間は、決算日の翌日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受

けて行うものとする。

第３章 予 算

第 10 条（目的）予算は明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って作成し、事

業活動の円滑な運営に資することを目的とする。

第11条 本会の事業計画と予算は、毎事業年度開始前に作成し、総会の承認を得なけれ

ばならない。

２ 前項の規則にかかわらず、総会開催前の年度当初の収入支出については、理事会

の承認を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ業務を執行することができる。

第 12 条（予算の執行）予算の執行者は会長とし、その執行に当たっては、会長の委任

を受けて会計責任者が行うものとする。

第 13 条（予備費の計上）予算しがたい支出に充てるため、相当額以上の予備費を計上

することができる。

第 14 条（予算の流用）予算の執行に当たり、中科目相互間の資金の流用を行う必要が

生じた場合、理事会の承認を得るものとする。

第 15 条（予備費の使用）予備費を支出する必要があるときは、理事会の承認を得なけ

ればならない。

第 16 条（予算の補正）予算の補正を必要とするときは、補正予算を作成し、総会の承

認を得なければならない。

第４章 出 納
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第 17 条（金銭の範囲）この規則において、金銭とは、現金及び貯預金をいう。

２ 現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書等の随時に通貨と引き換えること

ができる証書をいう。

３ 手形及び有価証券は金銭に準じて扱う。

第 18 条（出納責任者）金銭の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。

２ 出納責任者は会計責任者が任命する。

第 19 条（金銭の出納）金銭を収納したときは、日々銀行に預け入れ、支出に充てては

ならない。

２ 領収書は出納責任者が発行する。但し、会計責任者の判断が必要とされる場合は、

会計責任者の承認を得て発行する。

３ 支払は、原則として銀行振込によることとし、ただし、少額の支払い、その他こ

れによりがたい場合には、現金払いによることができる。

第 20 条（現金及び公印管理）預金の名義人は会長とする。

２ 出納に使用する印鑑は、出納責任者が保管し、押印するものとする。

３ 金融関係との取引を開始し、又は廃止するときは、会長の承認を受けなければな

らない。

第 21 条（手許現金）出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、必要最小限の手許

現金を置くことができる。

第 22 条（残高照合）出納責任者は、現金残高を毎日出納簿の残高と照合しなければな

らない。

２ 貯預金については、年度末のほか、必要に応じて残高証明書の残高と帳簿残高を

照合しなければならない。

３ 前２項の場合において、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その

指示を受けるものとする。

第 5 章 固定資産

第 23 条（定義）固定資産とは、耐用年数１年以上で、かつ取得価額１０万円以上の有

形固定資産及びその他の固定資産をいう。

第 24 条（取得価額）固定資産の取得価額は、次による。

- 総会資料 25 -



（1） 購入に係るものは、その取得価額及びその付帯費用

（2） 贈与によるものは、そのときの適正な評価額

第 25 条（固定資産の管理）固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び異動について

記録し、異動、毀損、減失のあった場合は会計責任者に報告しなければならない。

第 6 章 物 品

第 26 条（定義）物品とは、取得価額１０万円未満の有形固定資産をいう。

第 27 条（物品の管理）物品の管理のための台帳を備え、その管理は第 25 条による。

第 7 章 決 算

第 28 条（計算書類の作成）本会は、毎事業年度終了後、速やかに次の財務表並びに収

支計算書を作成し、監事の監査及び総会の承認を得て、事業報告書とともにホーム

ページ上に公開しなければならない。

（1） 貸借対照表

（2） 正味財産増減計算書または損益計算書

（3） 財産目録

２ 特別会計を設けている場合は、個々の書類の他に総括表を作成するものとする。

第 8 章 雑 則

第 29 条 本規則を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

附則

1) この規則は、内閣総理大臣による公益認定を受けた日から施行される。

2) 公益認定を受けた日は、2013 年 5 月 1 日である。
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公益社団法人 日本地震工学会総会規則

2012 年 12 月 7 日制定

第１章 総則

（目的）

第 1 条 この規則は公益社団法人日本地震工学会定款第 46 条に基づき、社員総会（以下、この規則で

は「総会」と略す）の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（議決事項）

第 2 条 総会では、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）に規定

する事項および次の事項を決議する。

(1) 会員の除名

(2) 役員の選任と解任

(3) 役員報酬等に関する規程

(4) 事業報告・収支決算

(5) 重要な財産の取得・処分

(6) 事業計画および収支予算

(7) 定款の変更

(8) 重要な規則の設定および変更

(9) 解散

(10) 合併および事業の一部または全部の譲渡

(11) その他理事会が必要と認めた事項

(12) 正会員および法人会員の代表者（以下、この規則では「社員」と称する）の総数の 10 分の 1 以

上から総会開催日 30 日以前に、あらかじめ議題として提出された事項

(14) その他定款に定める事項

2 前項にかかわらず、個々の総会においては、第 5 条の通知に記載した総会の目的である事項以外の

事項は、決議することができない。

第２章 総会の招集の手続等

（招集の手続）

第 3 条 総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 総会の目的である事項

(3) 書面もしくは電磁的方法によって、議決権の行使を委任することができる旨

(4) 次に掲げる事項

イ 総会参考書類に記載すべき事項

ロ 書面による議決権行使の委任については、委任状を開催日の前日までに提出すべき旨

ハ 電磁的方法による議決権行使の委任については、開催日の前日までになすべき旨

ニ 書面もしくは電磁的方法による議決権行使の委任の方法
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(5) 次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要

イ 役員等の選任

ロ 役員等の報酬等

ハ 事業の全部の譲渡

ニ 定款の変更

ホ 合併

（臨時総会の招集）

第 4 条 会長は定款第 13 条で定めた臨時総会の開催にあたっては、その請求ののち 30 日以内に臨時

総会を招集しなければならない。

（招集の通知）

第 5 条 総会を招集するには、会長は、総会の開催日の 2 週間前までに、社員に対して書面または電

磁的方法でその通知を発しなければならない。

2 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、総会参考書類及び議決権行使の委任

状その外必要な書類を同封しなければならない。

（議決権行使に関する基準日）

第 6 条 総会招集を決議した理事会の終了時点における社員を、当該総会に関して議決権を有する社

員とする。

第３章 総会の開催

（会場の設営等）

第 7 条 総会の開催の際には会場を設営し議事運営に必要な職員等を配置する。

（社員の出席）

第 8 条 総会に出席する社員は、会場の受付において、会員証の提出等によりその資格を明らかにし

なければならない。

（代理出席）

第 9 条 定款第 18 条による議決権の代理行使の委任状を提出した社員は出席として扱う。

（社員以外の者の出席）

第 10 条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。

2 会計監査人は、法令の定めがある場合のほか、議長の許可を得て総会に出席することができる。

3 この法人の職員及び弁護士等は、議長、理事又は監事を補助するために、議長の許可を得て総会に

出席することができる。

第４章 総会の議事

（議長の権限）
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第 11 条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じることがで

きる。

(1) 社員として出席した者であって、その資格を有しないことが判明した者

(2) 議長の指示に従わない者

(3) 総会の秩序を乱した者

3 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を棄損し又は侮辱する発

言、総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言に対し必要な注意を与え、

制限し又はその発言を中止させることができる。

（定足数の確認）

第 12 条 議長は、総会の開会に際し、事務局に出席者数を確認させ、会場に報告させなければならな

い。

（開会の宣言）

第 13 条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。

（開会時刻の繰り下げ）

第 14 条 議長は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げることができる。この場合、

すでに入場している社員に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を通知しなければならない。

（議題の付議の宣言）

第 15 条 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。

2 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変

更することができる。

3 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。

（理事等の報告又は説明）

第 16 条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその議題に関する事

項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事は、議長の許可を得て、補助者に報

告又は説明をさせることができる。

2 社員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事又は監事に対し説

明を求めなければならない。ただし、当該事項が当該総会の目的である事項に関しないものである場

合、又はその説明をすることが社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由があると議長

が認める場合はこの限りではない。

3 法人法第 43 条、第 44 条又は 49 条第 3 項の規定により社員から提案があった場合、議長はその社員

に議題の説明を求め、また、理事又は監事に対してこれに係る意見を述べさせることができる。

（議題の審議）

第 17 条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。
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2 発言の順序は、議長が決定する。

3 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、発言時間

を制限することができる。

（議事進行動議）

第 18 条 社員は、総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。

2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。

3 議長は、第 1 項の動議が、総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫

用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができ

る。

（議長不信任動議）

第 19 条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。

2 前項の動議が決議されたときは、事務局が仮議長となり、その総会の議長を出席社員の中から選出

する。

（採決）

第 20 条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、

採決することができる。

2 議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することができる。

3 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。

4 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案

が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。

5 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。

6 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできな

い。

（出席した社員の議決権の数）

第 21 条 総会の決議については定款第 17 条に基づくが、次の数の合計を出席社員の議決権の数とす

る。ただし、第 2 項に該当する数は議決権の数に加えない。

(1) 出席した社員本人の議決権の数

(2) 議決権行使書の委任状を開催日の前日までに提出した社員の議決権の数

(3) 電磁的方法により開催日の前日までに議決権行使の委任をした社員の議決権の数

2 書面または電磁的方法により他の社員に委任された議決権で、委任された社員が出席していない議

決権は、議決権の数には加えない。

（議長の議決権）

第 22 条 議長は出席した社員とするが、議長個人としての議決権をもたない。ただし、賛否同数の場

合のみ 1 個の議決権を有する。

2 書面または電磁的方法により他の社員に委任された議決権で、委任する社員が記されていない場合、
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もしくは社員以外が記されている場合は議長に委任された議決権として扱う。

3 前第 1 項に関わらず、議長に委任された議決権は議決権の数に加え、議長が議決権を行使する。

（採決結果の宣言）

第 23 条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に必要な賛成数を充足し

ているか否かを宣言する。

（休憩）

第 24 条 議長は、必要と認めるときは、再開時刻を定めて、休憩を宣言することができる。

（延期又は続行）

第 25 条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。

2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決

定を議長に一任することもできる。

3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに社員に通知しなければならない。

4 延会又は継続会の日は、当初の総会の日より 2 週間以内の日としなければならない。

（閉会）

第 26 条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期もしくは続行が決議された場合には、閉会を

宣言する。

（議事録）

第 27 条 総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。

2 議長及び出席した理事のうち定款第19条第2項によって議事録署名人として指定された理事2名は

これに記名押印しなければならない。

（議事の経過及びその結果の報告）

第 28 条 議長は、欠席した社員に対して、書面又は電磁的記録をもって議事の経過及びその結果の概

要を遅滞なく報告するものとする。

2 代表理事は、総会の議事の経過及びその結果の概要を、会誌とホームページに掲載するものとする。

第５章 事務局

（事務局）

第 29 条 総会の事務局には、総務理事および事務局員がこれに当たる。

第６章 雑則

（改廃）

第 30 条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行い、総会にて報告する。
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附則

1) この規則は、内閣総理大臣による公益認定を受けた日から施行される。

2) 公益認定を受けた日は、2013年 5月1日である。
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公益社団法人 日本地震工学会理事会規則

2012 年 12 月 7 日制定

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は公益社団法人日本地震工学会（以下、「この法人」という。）の定款第 46 条に

基づき、この法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを

目的とする。

（理事会の種類）

第２条 理事会は通常理事会と臨時理事会とし、通常理事会は年４回以上開催する。

２ 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 会長以外の監事および理事から会長に招集の請求があったとき。ただし、請求は会議の目的であ

る事項を明示して行う。

(3) 前号の請求があったときから 5 日以内に、その日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会

の招集の通知が発せられない場合に、定款 30 条第 2 項に基づき、会長に事故があると見なして副会

長、理事、監事が招集したとき。

３ 前項第２号の臨時理事会の招集の請求は書面または電磁的記録をもって行う。

（理事会の構成）

第３条 理事会はすべての理事をもって組織する。

第２章 理事会の招集

（招集者）

第４条 理事会は会長が招集する。ただし、定款 30 条第 2 項の定めに従い、各理事が招集する場合

を除く。

２ 会長は第２条第２項第２号に該当する場合は、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会

の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

３ 理事全員改選直後の理事会は各理事がこれを招集することができる。

（招集通知）

第５条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的

記録をもって、開催日の 1 週間前までに各理事および各監事に対して通知しなければならない。

２ 前項の規定に係らず、理事会は理事および監事の全員の同意があるときは招集の手続きを経ること

なく開催することができる。

第3 章 理事会の議事

（理事会の議長）

第６条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
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２ 前項に係らず、会長が欠席した場合または会長が第 8 条第 1 項の議決に加われない理事に該当す

る場合ならびに理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこ

れに当たる。

（定足数）

第７条 理事会の定足数は理事の過半数とする。

（理事会の決議方法）

第８条 理事会に付議された事項は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

２ 前項の場合において議長は理事として表決に加わることはできない。

（決議の省略）（メール審議の制限）

第９条 定款第32条第2項に基づき理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合にお

いて、その提案について、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

その提案を可決する旨の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは

その限りではない。

（報告の省略）（メール審議の利用）

第１０条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を書面または電

磁的記録により通知した場合においては、その事項を理事会で報告することを要しない。

２ 前項の規定は第 19 条第 1 項の規定による報告には適用しない。

（監事の出席）

第１１条 監事は理事会に出席し、必要な場合は意見を述べることができる。

２ やむを得ず監事が理事会を欠席する場合、監事は議事録の写しおよび資料により、議事の経過およ

びその結果を確認し、必要な場合は意見を書面または電磁的記録により理事および監事の全員に通知

することができる。

（オブザーバー）

第１２条 会長が必要と認めるときは議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴すること

ができる。

（議事録と署名）

第１３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

（議事録の配布）

第１４条 議長は欠席した理事および監事に対して、議事録の写しおよび資料を配布して議事の経過

およびその結果を遅滞なく報告するものとする。
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２ 議事録の保管と閲覧は一般規則第 17 条による。

第４章 理事会の権限

（権限）

第１５条 この理事会は次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長、専務理事の選定および解職

（決議事項）

第１６条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

ア法令に定める事項

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 代表理事（会長）および執行理事（副会長、専務理事）の選定・解職

(3) 社員総会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項の決定

(4) 社員総会の招集の決定および臨時総会の開催の決定

(5) 重要な財産の処分および譲受、および多額の借入

(6) 事務局長等の重要な使用人の選任・解任

(7) 従たる事務所、その他重要な組織の設置、変更、および廃止

(8) 特別の利害関係を有する理事に関する事項

(9) 事業計画書および収支予算書等の承認

(10) 事業報告および収支決算ならびに財産目録の承認

(11) 定款の変更およびこの法人の解散

(12) その他法令に定める事項

イ定款に定める事項

(1) 規則・規程類の制定、変更、および廃止

①一般規則

②会員規則

③財産管理運用規則

④総会規則

⑤理事会規則

(2) 会長の代行順序の指名

(3) 入会の可否の決定

(4) 会費不納の会員の権利一部停止

(5) その他定款に定める事項

ウその他重要な業務執行に関する事項

(1) 理事会の運営に関する事項

(2) 下記の規程の制定、変更および廃止

①委員会運営規程

②地震災害対応体制に関する諸規程

③特定費用準備資金取扱規程
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④情報公開規程

⑤個人情報保護方針

⑥その他本会の運営に必要な規程

(3) 役員等の職務権限の決定

(4) 委員会の設置および廃止ならびに委員の委嘱および解嘱

(5) 会員の資格喪失の決定

(6) 会計に関する事項

①予算の流用および積立金取り崩し

②固定資産の購入と廃却

③一時借入金の借り入れと返済

④その他会計に関する重要な事項

(7) 表彰に関する事項の決定

(8) 国際連携および学際連携に関する事項の決定

(9) 地震災害対応に関する事項の処理

(10) 学会としての対外的意見の表明およびそれに伴う行動

(11) 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更

①大会・講演会等の開催企画の承認

②調査研究受託の諾否決定と実施体制の決定

③図書の刊行等の決定

④その他重要な契約等

(12) 重要な事業その他の争訟の処理

(13) その他理事会が必要と認める事項の処理

①各委員会から申し出があった事項

②各理事から申し出があった事項

２ 理事会は次の事項を定時総会への付議事項とする。

(1) 本年度事業報告と収支報告

(2) 次期役員の提案および重要な委員会構成の報告

(3) 次年度事業計画と収支予算

(4) 定款の変更提案および規則の変更報告

(5) その他定款および規則・規程に定める事項

(6) その他この法人にとって重要と認められる事項

（理事の取引の承認）

第１７条 理事およびその関係者がこの学会と取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事

会の承認を得るものとする。

(1) 取引する理由

(2) 取引の内容

(3) 取引の相手方・金額・時期・場所

(4) 取引が正当であることを示す参考資料

(5) その他必要事項
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２ 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。

（責任の免除）

第１８条 理事会は役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）

第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には法令に従った手続きを経

て賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができ

る。

（報告事項）

第１９条 会長および執行理事は毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で、2 回以上、自己の職務の執行

状況を理事会に報告しなければならない。

２ 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をする恐れがあると認めるとき、または法令も

しくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告し

なければならない。

３ 理事が第 17 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告し

なければならない。

第５章 役員の選出

（選挙の実施）

第２０条 理事会が第 16 条第 2 項第 2 号に規定する次期役員の提案をするに当たり、会長および監

事については事前に総正会員による選挙を行って会員の多数意思を確認するものとし、会長候補者選

挙の当選人を理事候補に含め、かつ監事候補者選挙の当選人を監事候補として提案する。ただし、各

当選人に事故あるときはこの限りではない。

２ 前項の定めに関わらず、監事候補については監事候補者の同意を得なければ、総会の議案とするこ

とができない。

３ 選挙権と被選挙権は正会員のみが有するものとし、正会員 1 名に付き 1 個とする。

４ 選挙の実施については理事会が別に定める選挙規程に従うものとする。

５ 選挙規程の制定および変更ならびに廃止は総会への報告事項とする。

（代表理事）

第２１条 理事会は代表理事を選出する。

２ 前項の代表理事の選出にあたって、前条の選挙結果を参考にするものとする。

３ 代表理事は会長に就任する。

４ 理事会は代表理事を解職することができる。後任の代表理事は前 2 項によらず、理事の中から選

出する。

（執行理事）

第２２条 代表理事は自己を除く理事の中から 1 名から 4 名を執行理事の候補者として指名し、理事

会が執行理事として選出する。

２ 理事会は執行理事を解職することができる。
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（副会長，専務理事，担当理事の指名）

第２３条 会長は執行理事の中から２ないし３名を、順位とともに副会長に指名し、理事会で選出す

る。

２ 会長は必要に応じて副会長以外の理事から 1 名を専務理事に指名し、理事会で選出することがで

きる。

３ この法人の各事業を担当する理事の候補者は、理事が推薦し、理事会において選考する。

４ 理事会は副会長および専務理事ならびに総務理事および担当理事の職を解くことができる。ただし、

第 22 条第 2 項により執行理事が解職された場合は、自動的にその執行理事が就任していた副会長は

解職されるものとする。

（役員任期・任期の開始日・就任日）

第２４条 役員任期の開始日は、その役員が選任された総会が終了したときからとする。ただし、役

員としての職務を開始する期日は理事会で定める。

２ 役員任期の満了は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総

会の終結の時までとする。

３ 役員任期の満了以降も、新たな役員が就任するまで役員の職務を継続する。役員任期途中で辞任し

た場合は新たな補欠の役員が就任するまでとする。ただし、役員を補充しない場合は理事会で役員職

務の終了日を定める。

４ 会長以外の理事の重任および監事の再任を認める。ただし、専務理事を除き、連続する就任年数が

4 年を越えないように重任または再任の任期を定めるように理事会は努める。専務理事は連続する就

任年数の制限を設けない。

５ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

６ 定時社員総会で選出された理事は直ちに臨時理事会を開催して以下を行い、社員に速やかに公表す

る。

(1) 会長の任期が満了する場合、次期の会長を選出。

(2) 執行理事の任期が満了する場合、次期の執行理事を選出。

(3) 副会長の任期が満了する場合、次期の副会長を選出。

(4) 専務理事の任期が満了し、次期も専務理事を置く場合、次期の専務理事を選出。

(5) 次期の理事が担当する事業の指名。

７ 理事、監事または代表理事の変更に伴って 2 週間以内に変更の登記を行う。

（会長業務の代行）

第２５条 会長に事故あるとき、または欠けたときは、下記に示す順位により会長業務を代行する。

(1) 第一副会長

(2) 第二副会長

(3) 第三副会長

(4) その他の理事

２前項において、第三副会長が選出されない場合、次位の代行予定者が繰り上がるものとする。

第 6 章 理事および監事の業務
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（会長の業務）

第２６条 会長の業務は以下の通りとする。

(1) 会長は本会を代表し、この法人の業務の執行を指揮する。

(2) 総会を招集し、総会の議長となる。

(3) 理事会を招集し、理事会の議長となる。

(4) この法人の財産を管理・運用する。

(5) この法人の収支決算を作成する。

(6) 事務局長以外の事務局の重要な使用人を任免する。

(7) 事務局の組織・運営について必要な事項を定める。

(8) 表彰委員会、功績賞選考委員会委員長、功労賞選考委員会、名誉会員選考委員会の委員長となる

こと。

（副会長の業務）

第２７条 副会長は、次の職務を行う。

(1) 会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、第 25 条に基づいてその業務を代行

する。

(2) 業務執行理事として次の事業を執行する。

① 総務・会計・将来構想・地震被害

② 調査研究・事業

③ 会員・情報・国際対応

④ その他定款第 3 条に示される目的を達成するために必要となる事業

(3) 前項に示す事業を執行するための委員会の委員長もしくは委員となること。

(4) 調査研究・事業を執行する副会長は、研究統括委員会と論文賞選考委員会の委員長となること。

(5) 功績賞選考委員会、功労賞選考委員会、名誉会員選考委員会の委員となること。

（専務理事の業務）

第２８条 会長の命を受け、会長および副会長を補佐し、会務全般の運営をつかさどるとともに、理

事会から委任された事項の会務を処理すること。

２ 会長、副会長、理事、監事からの特別依頼事項を処理すること。

３ 事務局長を通じて事務局を統率すること。

４ 対外関係機関との関連事項について協議交流をはかること。

（理事の業務）

第２９条 会長以外の理事の業務分掌は理事会で定める。

２ 会長を含む理事の職務権限は理事会で定める。

３ 業務分掌と職務権限は理事が改選された場合、理事会で速やかに定めるものとする。

４ 業務分掌と職務権限は必要に応じて理事会の議決により変更できる。

５ 理事は、会長の裁決を経て、事務局に自己の業務の一部を代行させ、および自己の権限を委譲する

ことができる。

６ 標準的な業務分掌と職務権限を理事会議決により定めておき、実際の業務分掌と職務権限の策定に
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資するものとする。

７ 理事は、第27条第2項に示す事業を執行するための委員会の委員長もしくは委員となること。

（個別事項）

第３０条 総務理事、会計理事、会員理事、学術理事、情報理事、事業理事、調査研究担当理事は各

項に示す業務を行うものとする。

２ 総務理事は、諸会議および本学会の企画・運営、諸規程に関する事項、渉外事項、その他の理事の

分掌に属さない事項を行う。功績賞選考委員会、名誉会員選考委員会の委員となること。

３ 会計理事は、収支予算および決算、財産の管理および処分、出納および会計の管理、この会に対す

る寄付行為、その他会計に関する一般的事項を行う。論文賞選考委員会の委員となること。

４ 会員理事は、会員の身分、入会および退会、スペシャルアドバイザー制度、会員名簿の整備、その

他会員に関する事項を行う。功績賞選考委員会、名誉会員選考委員会の委員となること。

５ 学術理事は、学術・技術の進歩発展のための施策、学術交流、技術指導、委託研究、研究補助、そ

の他研究に関する事項を行う。論文集を発行する。論文集編集委員会、論文奨励賞選考委員会の委員

長、論文賞選考委員会の委員となること。

６ 情報理事は、会員に地震工学およびその周辺の学術や技術等に関する情報提供を行ってコミュニケ

ーションを促進させること、本学会の活動を広く一般に公表することを行う。学会誌の発行、JAEE

NEWSLETTER の発行、JAEE ニュースの配信、Web の管理を行う。会誌編集委員会、情報コミュニケ

ーション委員会の委員長と副委員長、論文賞選考委員会の委員となること。

７ 事業理事は、大会、国際シンポジウム、講習会に関する事項、地震工学の普及のための刊行事

業、その他地震工学に関する啓発活動を行う。事業企画委員会、国際研究発表会実施委員会、優

秀論文発表賞選考委員会の委員長、大会実行委員会の委員長と副委員長となること。

８ 調査研究理事は、地震工学分野の調査・研究を進展させ、調査・研究を広く国内外に還元して

社会の地震防災性向上に貢献する事項を行う。研究委員会を設立し、研究委員会が初期の目的を

達成できるように活動の評価、助言、指導、研究成果の普及のための刊行事業を行う。研究統括

委員会、論文賞選考委員会の委員となること。

９ 理事は、定款第 3 条に示される目的を達成するために設置される委員会の委員長や委員となる

こと。

（監事の業務、権限）

第３１条 監事は次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)この法人の業務および財産を監査すること

(3)総会および理事会に出席し、必要に応じて意見を述べること

(4)理事が不正な行為をし、もしくはその恐れがあると認める場合、または法令もしくはこの定款に違

反する事実または著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること

(5)前号の報告をするため必要がある場合は、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求

があった日から 5 日以内に、2 週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理

事会を招集すること

(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に

違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること
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(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれら

の行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずる恐れがある

ときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

２ 監事は次に掲げる権限を持つ

(1)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調

査をすることができる。

(2)監事の選任等に関する法令上の権限

第７章 雑 則

（電磁的記録）

第３２条 この規則において電磁的記録とは法人法第 89 条に定めるものとする。

（改廃）

第３３条 この規則の改廃は理事会の議決によるものとし、総会に報告する。

附則

1) この規則は、内閣総理大臣による公益認定を受けた日から施行される。

2) 公益認定を受けた日は、2013年 5月1日である。
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公益社団法人 日本地震工学会 

（平成 25 年 5 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 



第１号議案 平成 25 年度 理事・監事 

  （敬称略五十音順） 

理事 和泉 信之（千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻 教授） 

理事 境  茂樹（安藤・間技（株）術本部技術研究所建築研究第一部 主席研究員） 

理事 新海  元（東京ガス(株) 導管ネットワーク本部防災・供給グループマネージャー） 

理事 塚本 良道（東京理科大学理工学部土木工学科 教授） 

理事 年縄  巧（明星大学理工学部建築学科 教授） 

理事 鳥井 信吾（株式会社日建設計構造設計部門 副代表） 

理事 久田 嘉章（工学院大学建築学部 教授） 

理事 福和 伸夫（名古屋大学減災連携研究センター 教授） 

理事 古屋  治（東京都市大学工学部原子力安全工学科 准教授） 

理事 安田  進（東京電機大学理工学部建築・都市環境学系 教授） 

理事 山崎 文雄（千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻 教授） 

理事 横井 俊明（独立行政法人建築研究所国際地震工学センター長） 

監事 五十嵐克哉（独立行政法人防災科学技術研究所客員研究員） 

監事 田蔵  隆（富山県立大学工学部環境工学科 客員教授） 

（任期 平成 25 年 6 月 1 日～平成 27 年 5 月 31 日） 

なお、社員総会でのご承認がいただけましたら、平成 25 年度理事・監事の理事会構成は以

下のとおりとなります。 

平成 25 年度理事会構成                        （敬称略順不同） 

 留任理事  新任理事 

理事 当麻純一（（一財）電力中央研究所） 理事 和泉 信之（千葉大学） 

理事 福喜多 輝（清水建設㈱技術研究所） 理事 境 茂樹（安藤・間技術本部技術研究所）

理事 矢代晴実（防衛大学校） 理事 新海 元（東京ガス(株)) 

理事 加藤研一（㈱小堀鐸二研究所） 理事 塚本 良道（東京理科大学） 

理事 富田孝史（(独)港湾空港技術研究所） 理事 年縄  巧（明星大学） 

理事 松田 隆（大林組㈱技術研究所） 理事 鳥井 信吾（（株）日建設計） 

理事 清野純史（京都大学） 理事 久田 嘉章（工学院大学） 

理事 田村敬一（京都大学） 理事 福和 伸夫（名古屋大学） 

  理事 古屋  治（東京都市大学） 

  理事 安田  進（東京電機大学） 

  理事 山崎 文雄（千葉大学） 

  理事 横井 俊明（（独）建築研究所） 

  監事 五十嵐克哉（（独）防災科学技術研究所）

  監事 田蔵 隆（富山県立大学） 

任期：留任理事       ：平成 24 年 6月 1日～平成 26 年 5月 31 日 

任期：新任理事・監事  ：平成 25 年 6月 1日～平成 27 年 5月 31 日 
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第２号議案 平成 25 年度 選挙管理委員会委員の選任 

 

 公益社団法人日本地震工学会選挙規程第 9 条に基づき、平成 25 年度の選挙管理委員会の

委員として、下記の 4 名を指名しましたので、本総会で選任を諮ります。 

 

加藤研一（株式会社小堀鐸二研究所） 

渡壁守正（戸田建設技術研究所） 

藤川 智（清水建設技術研究所）  

渡辺和明（大成建設株式会社） 

以上 
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第３号議案 平成 25 年度 役員候補推薦委員会委員の選任 

 

 公益社団法人日本地震工学会選挙規程第 5 条に基づき、平成 25 年度の役員候補推薦委員

会の委員として、下記の 10 名を指名しましたので、本総会で選任を諮ります。 

 

佐藤  健（東北大学） 

高田  一（横浜国立大学） 

幸左 賢二（九州工業大学） 

矢部 正明（株式会社長大） 

大谷 章仁（株式会社 IHI） 

勝俣 英雄（株式会社大林組） 

志波由紀夫（大成建設株式会社） 

永野 正行（東京理科大学） 

福喜多 輝（清水建設株式会社） 

若松加寿江（関東学院大学） 

 

以上 
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第 4 号議案 平成 25 年度 事業計画 

 

日本地震工学会は、2001 年 1 月 1 日に任意団体として創立された当初から、地震工学に関する

分野横断的な調査・研究の推進、地震災害軽減のための国際的活動の展開、地震防災に関する提

言・知識の普及および防災教育等の社会的活動、の 3 つの柱で活動を行ってきた。2010 年 2 月 4

日に任意団体から一般社団法人に移行し、これらの活動のさらなる充実をはかってきた。そして、

創立から 12 年経った 2013 年 5 月 1 日には、公益社団法人として新たなスタートを切った。定款

にある目的には、「この法人は、地震工学および地震防災に関する学術・技術・教育の進歩発展を

はかり、地震災害の軽減に貢献する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的とする。」

とあり、創立からのぶれない柱が脈々と受け継がれている。 

 本年度は、公益社団法人に移行した初年度にあたるため、法人としての運営を着実に行うとと

もに、研究委員会活動や研究発表機会の充実、東日本大震災合同報告書の編集（8 学会合同）、他

学会との連携、会誌発行回数の増加に取り組む。 

 

【総務・会計】 

（１）総務部会 

学会の運営を円滑に進める。 

1)  社員総会と理事会の運営 

2)  事務局体制の整備 

3)  諸規則・規程類の整備 

4)  公益社団法人へ移行後の学会運営 

5)  会員部会と協力して功労賞の候補者を選出 

6)  日本地震工学会の活動内容を広め、地震工学の学術的内容をわかりやすく伝えることを目

的としたメディア向け懇談会の実施 

7)  その他、学会の運営に関する庶務 

 

（２）会計部会 

学会の予算管理を行う。特に、今年度は公益社団法人に移行した初年度のため、公益目的事業

会計と法人会計の会計処理を適正に行う。 

1)  平成 25 年度収支予算案の立案 

2)  監事による平成 24 年度収支決算案の監査実施 

3)  予算管理月報の管理、理事会への報告 

4)  必要に応じて流用予算書の作成 

5)  公益社団法人移行後の会計処理 

 

（３）選挙管理委員会 

役員選挙の管理・運営を行う。 
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1)  選挙実施計画の検討・決定（委員会の開催） 

2)  委員長の選出 

3)  選挙公示と立候補者公募 

4)  立候補者の届出書類の確認と受理（委員会の開催） 

5)  投票用紙準備・発送・回収・呼びかけ 

6)  開票（委員会の開催） 

7)  選挙結果を会長・理事会へ報告 

8)  新任役員候補者を総会に提案 

 

（４）役員候補推薦委員会 

役員選挙に際し、日本地震工学会の会長および監事としてふさわしい方を正会員の中から選考

し、選挙への出馬依頼と承諾を得る活動を行う。また、役員候補推薦委員会から選挙管理委員会

に委員会推薦候補者として届け出を行う。 

平成 25 年度は、次期会長候補を選ぶための選挙が予定されているため、会長選挙の候補者を推

薦する。 

 

【会員・情報】 

（５）会員部会 

会員勧誘施策の検討、会員資格と特典の見直し、その他会員に関わる諸施策の検討を行う。 

1)  名誉会員および功績賞候補の推薦 

2)  法人会員の増加施策の検討 

3)  会費未納者対策 

4)  海外会員増強策の検討 

5)  総務部会と協力して功労賞の候補者を選出 

6)  その他会員に関わる諸施策の検討・実施 

 

（６）情報コミュニケーション委員会 

日本地震工学会会員に地震工学およびその周辺の学術や技術等に関する情報提供を行ってコミ

ュニケーションを促進させること、および日本地震工学会の活動を広く一般に公表する活動を行

う。 

1)  News Letter の発刊（6，9，12，3 月） 

2)  JAEE News の配信（毎月） 

3)  ホームページの更新（随時） 

4)  News Letter の内容等の議論のための委員会の開催（4，7，10，1 月） 

5)  地震災害発生時の地震災害対応委員会の要請に基づいたホームページでの情報配信 

6)  2012 年 3 月に実施したアンケート調査の解析に基づいたホームページ等の改善 

7)  サーバーの管理 
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（７）会誌編集委員会 

会報「日本地震工学会誌」を編集・発行し、会員および学会外へ情報発信を行う。 

1)  会誌発行をこれまでの年間 2 号から 3 号に増やす。第 19 号（2013 年 6 月）、第 20 号（2013

年 10 月）、第 21 号（2014 年 2 月）を発行する。 

2)  連載企画、特別企画などの記事の継続的生産について検討する。 

3)  業務の遂行および引継ぎの円滑化に向けて委員の募集、構成および改選方法の見直しを検

討する。 

4)  具体的スケジュール 

 2013 年 4 月： 編集委員の改選、会誌第 19 号の執筆依頼 

 2013 年 6 月： 会誌第 19 号発行 

 2013 年 7 月： 会誌第 20 号の企画開始 

 2013 年 10 月： 会誌第 20 号発行 

 2013 年 11 月： 会誌第 21 号の企画開始 

 2014 年 2 月： 会誌第 21 号発行 

 

【事業・国際】 

（８）事業企画委員会 

講演会・講習会・展覧会・見学会・出版などを通じて、会員をはじめとする研究者・技術者・

一般市民等の地震工学および地震防災に関する学術ならびに技術の進歩・発展を図り、地震災害

の軽減に貢献する活動を行う。 

1)  南海トラフによる地震で大きな被害が想定されている地域の被害軽減や防災意識の向上を

目的として、地域特有の被害、対策などに焦点をあてた特徴ある講演会を日本各地（主に

関東から九州）で開催する。学会員の他、自治体、地方整備局、地元企業などの幅広い層

に講演会への参加を呼びかけ、これまでにない新しい形の講演会をめざす。 

2)  学校・自治体・公的機関・民間企業を対象に地震工学に関わる個別授業を実施する。この

計画に関しては会員部会と協働で実施する。 

 

（９）IAEE 事務局支援委員会 

IAEE (International Association for Earthquake Engineering, 国際地震工学会)の事務局を

支援する活動を行い、IAEE の活動内容が見えるようにするとともに、国際的に活躍できる若手

の育成を行う。 

 

（１０）国際委員会 

日本地震工学会の活動成果の海外ならびに海外会員（国内留学生等を含む）への情報発信と情

報交流などの比較的短期的な課題に取り組む。 

1)  英文 WEB ページの整備 

2)  EERI WEB ページとのリンク 

3)  海外および外国人会員に対する情報発信 
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4)  日本に滞在する留学生および外国人研究者の会員入会促進のための方策検討 

5)  海外会員の入会促進とその継続性強化のための方策検討 

6)  情報発信の CONTENTS の検討と提案 

 地震による発災時に（地震工学 community にとって重要な災害に限定して）適切な速

報の英文化公表を行う 

 日本の地震工学研究に関する基礎情報の英文提供の検討 

 上記事項は、いずれもスペシャルアドバイザー制度の活用も考慮する 

 

（１１）国際研究発表会実施委員会 

国際シンポジウムの運営を円滑に行う。 

以下の項目について年次大会実行委員会と協議する。2013 年度も年次大会と同時開催の予定。 

1)  会場の選定・予約、会場受付、設置ほかの会場運営、アルバイトの配置 

2)  投稿要領の作成、原稿の受付、プログラム作成、司会要領の作成、司会依頼、発表要領の

作成、梗概集の作成、発表会の運営 

3)  若手を対象とした優秀論文発表賞の企画、実施 

4)  交流会の運営 

5)  技術フェアの開催 

6)  予算計画、その他国際シンポジウムに係る事項 

 

（１２）大会実行委員会 

日本地震工学会年次大会の運営を円滑に行う。 

以下の項目について国際研究発表会実施委員会と協議する。2013 年度も国際シンポジウムと同

時開催の予定。 

1)  会場の選定・予約、会場受付、設置ほかの会場運営、アルバイトの配置 

2)  投稿要領の作成、原稿の受付、プログラム作成、司会要領の作成、司会依頼、発表要領の

作成、梗概集の作成、発表会の運営 

3)  若手を対象とした優秀論文発表賞の企画、実施 

4)  交流会の運営 

5)  技術フェアの開催 

6)  予算計画、その他年次大会に係る事項 

 

【学術・調査研究】 

（１３）論文集編集委員会 

日本地震工学会論文集の編集と発刊を行う。 

1)  定期論文集の発刊（2, 5, 8, 11 月号） 

2)  英文論文集の発刊（発行月は応募状況によって設定する。） 

3)  委員会の開催（1 回） 

4)  2014 年論文奨励賞候補者の選定 
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5)  特集号の企画と発刊 

6)  査読手続きフローチャートの明確化 

 

（１４）研究統括委員会 

地震工学分野の調査・研究を進展させ、調査・研究成果を広く国内外に還元して社会の地震防

災性向上に貢献する。 

1)  研究委員会を設立する 

2)  研究委員会が所期の目的を達成できるように活動の評価、助言、指導を行う。 

 活動を積極的に展開するための増額要求を認め、研究統括委員会で審査し配布する。 

 委員会開催のための国内の旅費については各研究委員会の裁量でこれを認める。 

 研究活動の成果は、日本地震工学会のウェブサイトに掲載し、また英文での発信にも

努めることを依頼する。 

 委員会が終了したものについては、成果報告の一環として、報告会等の開催と報告書

の作成を義務づける。 

 研究期間の中途での講習会等を開催した場合は、収益の 2 分の 1 を上限として、次年

度の当該研究委員会の活動費に上乗せし、委員会活動のインセンティブの向上に務め

る。 

3)  新たな委員会の設置を推進する。 

 

 ■調査研究委員会 

i) 津波等の突発大災害からの避難の課題と対策に関する研究委員会 

（後藤洋三委員長、設置期間：2012 年 8 月～2014 年 3 月） 

  設置目的 

懸念される南海トラフ巨大地震において同じ事態を起こさないためにも、また都市直

下地震で発生しうる様々な課題に対処するためにも、地震・津波等の突発災害からの避

難の課題を調査し対策に資する研究を行う。 

  活動計画 

 年次大会において OS を開催する。 

 論文集特集号を企画し各部会報告と研究論文を掲載する。 

 防災関連の行政機関、消防などの防災機関、防災関連企業、ライフライン企業、コン

サルタント、防災に関わる NPO 等の関係者と意識の高い市民を対象とした講演会を開

催する。 

 上述の講演会の配付資料として報告書を作成する。 

 HP による成果の公表に努める。 

 

以下の 4 部会を設けて調査研究を進める。 

A) 津波避難の実態調査資料の収集・分析部会（略称：津波避難部会） 

B) 避難の課題の調査・分析部会（略称：都市避難部会） 
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C) 避難シミュレーション普及部会（略称：シミュレーション部会） 

D) 避難の課題の国際交流部会（略称：国際交流部会） 

 

ii) 原子力安全のための耐津波工学の体系化に関する調査委員会 

（亀田弘行委員長、設置期間：2012 年 9 月～2014 年 8 月） 

  設置目的 

原子力発電所の津波に対する安全を確保するための構造工学的体系を「耐津波工学」

と規定し、その具体的方法論を体系化することを目的とする。 

  活動計画 

 7 回の委員会を開催し、報告書の各章の内容を順次討議する。 

 各委員会の前後で幹事会を開催し、委員会の推進策を協議する。 

 原子力発電所の視察及びシンポジウムの開催を検討する。 

 

iii) 津波対策とその指針に関する研究委員会 

（松冨英夫委員長、設置期間：2011 年 4 月～2014 年 3 月） 

  設置目的 

 海域施設（養殖施設を含む）、陸域施設（海岸林を含む）、建築物の津波対策（設計を

含む）とその指針を研究・提案する。建築物に関しては、建築学会津波荷重 WG と連

携し、建築学会における津波荷重の指針作りに協力する。 

 公共事業の縮減や東日本大震災の経験もあって、津波の防災・減災の重点はソフト面

にシフトしており、津波避難を中心にその対策と指針も研究・提案する。重要施設や

避難困難と特定された地域に対する具体的な対策例も提示する。 

 委員会の研究成果を広く社会に還元し、地域社会の津波に対する防災・減災力の向上

に貢献する。 

  活動計画 

 3 回の委員会開催等を通して、より実際に即した設計津波力や具体的な津波対策法の議

論を進める。これまでの委員会では、かき養殖施設の実際に即した津波対策法が提示

され、海域や陸域の防災施設の被災要因と防災施設への動圧の寄与度、橋梁の被災要

因と橋梁への津波流体力、鉄筋コンクリート造建物の被災要因とマクロ的な移動・転

倒条件などを議論しており、建物の開口率に応じた津波流体力の評価法、海岸林の活

用には海岸樹木の倒伏、抜根、折損条件が必要との認識に至っている。 

 日本地震工学会年次大会において積極的に OS を提案し、研究活動成果の公表を図る。 

 2011 年東北地方太平洋沖地震津波を踏まえて急遽提案した副課題「鉄筋コンクリート

造建物の津波被災実態と津波常襲地域でのあり方」において、鉄筋コンクリート造建

物に働く津波流体力に関する大規模と小規模の実験を継続して行う。 

 日本海側における最大クラスの津波例と島における津波対策の把握のため、津波対策

施設の現地視察を行う（島根県益田、隠岐の島を予定）。 

 津波災害発生時には、被災地域や時代に応じた津波災害の実態・要因把握と被害対策
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提案などを目的として調査研究を実施する。その際、土木学会などにおける同種の委

員会と連携を積極的に図る。 

 委員会で得られた海域施設（養殖施設を含む）、陸域施設（海岸林を含む）、建築物（津

波避難ビルを含む）の津波対策案やその指針案を委員会報告書としてまとめ、これを

用いた講習会を実施する。 

 

iv) 地盤情報データベースを用いた表層地質が地震動特性に及ぼす影響に関する委員会 

（山中浩明委員長、設置期間：2010 年 12 月～2013 年 12 月） 

  設置目的 

表層地質が地震動特性に及ぼす影響の評価に関する研究（ESG 研究）及び推進。 

  活動計画 

 ESG 研究に関する研究会開催し、適宜話題提供として最新の研究紹介を行う。 

 11 団体で構成される「地質・地盤情報活用促進に関する法整備推進協議会」に日本地

震工学会代表として参画し、日本学術会議の提言を踏まえた表層地盤の提供、データ

ベース化、活用に関する法整備に向けて協力する。本協議会は日本地震工学会のほか、

日本応用地質学会、地盤工学会、日本地質学会、土木学会、日本建築学会、日本地震

学会、物理探査学会、日本地球惑星科学連合、日本情報地質学会、全国地質調査業協

会連合会で構成されている。 

 日本地震工学会大会におけるオーガナイズドセッションを企画・実施する。今年度は

特にやや長周期地震動に関する研究を中心として行う予定。 

 ESG 国際ワークショップを 9 月 24 日に開催し、ESG 研究に係る海外への情報発信を

行とともに、今後の ESG 研究の方向性を議論する。 

 

v) 東日本大震災によるライフライン被害データベース検討委員会 

（鍬田泰子委員長、設置期間：2011 年 11 月～2014 年 3 月） 

  設置目的 

東日本大震災によるライフラインの地震被害資料を収集し、GIS 上でデータベースを

構築する。さらに、今後の学術研究やライフライン事業体の地震対策技術の知見となる

ためのデータベースの活用方策を検討する。 

  活動計画 

 福島県いわき市のライフラインの被害データベースを利用して、研究成果につなげる。 

 ライフラインのデータだけでなく、ボーリング資料などの地盤データなども収集し、

それらを分析することで被害分布の違いなどを明らかにする。 

 表層に断層による変位が現れた地域でのライフライン被害について分析する。 

 水道、下水道、ガスのデータを収集し、ライフライン被害の空間的な発生状況につい

て検討する。 

 本委員会で構築したデータを研究会委員だけでなく、他の学術研究者にも広く利用し

て研究できるようにするため、データベース利用協議会を設立に向けて、協議会の利
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用方針を固めていく。 

 

【表彰】 

（１５）表彰委員会 

表彰委員会は、日本地震工学会の各賞に応じて選考委員会を設置し、各選考委員会で選考した

表彰業績候補について審議を行い、その結果を理事会に報告する。 

表彰委員会の下に、功績賞、功労賞、論文賞、論文奨励賞、優秀論文発表賞の各選考委員会が

ある。 

 

（１６）功績賞選考委員会 

地震工学および地震防災研究の進歩・発展に顕著な功績があると認められた個人または団体の

選出を行う。 

 

（１７）功労賞選考委員会 

地震工学および地震防災軽減における活動、運営、発展に貢献したと認められた個人の選出を

行う。 

 

（１８）論文賞選考委員会 

表彰年の前年の 12 月 31 日から 2 年前までの期間に日本地震工学会論文集に地震工学および地

震防災に関する論文を発表し、独創的な業績を挙げ、これが地震工学および地震防災における学

術・技術の進歩、発展に顕著な貢献をなしたと認められる論文の著者である個人または在籍学生

の選出を行う。 

 

（１９）論文奨励賞選考委員会 

表彰年の前年の 12 月 31 日から 2 年前までの期間に日本地震工学会論文集に地震工学および地

震防災に関する論文を発表し、優れた研究により地震工学および地震防災の分野で顕著な業績を

あげたと認められた若手研究者で、受賞者の年齢が受賞年の 4 月 1 日現在で満 35 歳以下の個人

または大学等に在籍する学生の選出を行う。 

 

（２０）優秀論文発表賞選考委員会 

年次大会や国際シンポジウムに論文を著者として投稿、発表し、優れた論文発表を行った若手

研究者で、開催年度末時点で満 35 歳以下の個人または大学等に在籍する学生の選出を行う。 

 

【特別委員会】 

（２１）将来構想委員会 

学会活動の活発化のための方向性について検討を行う。 

1)  若手会員の確保の検討 

 若手の JAEE 参加意識把握のための web アンケートの実施 
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 若手中心の敷居の低い研究会の仕組みづくり 

 卒論、修論の優秀表彰と会員勧誘 

2)  シニア会員の確保の検討 

 スペシャルアドバイザーの申請勧誘 

 活動の場の拡充（卒論、修論表彰の審査など） 

3)  5 カ年計画の検討 

 学会の目指す方向のアピール方法の検討 

 情報の発信の強化、社会への貢献等の具体策等の検討 

 

（２２）地震災害対応委員会 

学会の地震災害対応活動の企画、調整、実施等を行う。地震及び地震災害発生時に以下を実施

する。 

1)  地震情報の配信 

2)  地震災害発生時の関係学会との連絡 

3)  地震災害発生時のホームページでの情報配信 

4)  地震災害発生時の調査団の派遣検討 

5)  調査団派遣時の報告会の開催 

6)  その他、学会の地震情報収集、地震調査等に効果的な施策の検討 

 

（２３）3 学会地震被害調査連絡会 

国内外での地震災害発生時における被害情報及び調査情報の共有、合同調査団の派遣に際して、

3 学会内（日本地震工学会、日本建築学会、土木学会）での効果的な協力体制を構築する。 

1)  地震災害発生時の関係学会との協力の強化策の検討 

2)  地震災害発生時の情報共有、調査団の派遣検討等の実施 

 

【学会合同】 

（２４）東日本大震災合同報告書編集委員会 

幅広い専門家を擁する日本地震工学会の特徴を活かし、以下の 3 つの委員会を設置して、報告

書の編集を行う。 

1)  地震・地震動編報告書作成委員会（今年度中に報告書を完成し、発行する予定） 

2)  原子力発電所の被害と復旧編報告書作成委員会 

3)  英文報告書作成委員会 

 

【その他】 

（２５）第 14 回日本地震工学シンポジウム運営委員会 

2014 年に開催予定の第 14 回日本地震工学シンポジウムに向けて運営委員会を立ち上げ、共催

の 5 学会（土木学会、日本建築学会、地盤工学会、日本機械学会、日本地震学会）と連携を図り

ながら、各種の準備を実施する。 
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第６号議案 名誉会員の推挙 

 
 公益社団法人日本地震工学会定款第 3 章第 5 条に定める名誉会員の称号をおくる候補者

として以下の方々を推挙することを一般社団法人日本地震工学会第 20 回理事会（2013 年 3
月 29 日）において決議いたしました。本総会にて議決をお諮りいたします。 
 
家村 浩和 氏 

河村 壮一 氏 

鈴木 祥之 氏 
Prof. Stephen Mahin 
 
以上、4 名 

 
 

－65－





名誉会員候補者の紹介 

 

 

 

 

 

 

家村 浩和（いえむら ひろかず）工学博士 

 

2008年 京都大学名誉教授 

1979年 京都大学助教授 

1994年 京都大学教授 

2001年 地震工学会 理事 

2002年 世界地震工学会事務局長 

2006年 日本地震工学会 副会長 

 

 永年にわたり耐震工学に関して数多くの業績をあげるとともに，数多くの後進の教育に

あたってきた．日本地震工会においては、同会主催の第 1 回の国内学術年次大会（２００

０）、同じく第 1 回の国際会議（２００５）の実行委員長として、同会の発展に寄与した。

研究面では、地震時の構造物の非弾性挙動に関する研究において，軸力変動下でのＲＣ部

材の弾塑性挙動を微小要素の応力—ひずみ関係より精算するプログラムの開発，二段階耐震

設計法に適したアンボンド鉄筋コンクリート部材の発明，ハイブリッド制震装置の開発，

作用地震力と相対変形を同時に低減できる負剛性ダンパーの動作原理の発明・発見など，

今日までに橋梁の耐震性能の向上に供された技術や基礎理論の一部となっている概念を提

言してきた．特に，実証的な研究に力を注ぎ，地震時の構造要素の動特性を解明する実験

的手法として，オンライン実験手法，慣性力載荷型ダンパー試験機など，新たな方法論や

装置を開発してきた．また，研究と技術開発における国際交流として，多くの地震被害現

地調査を実施し，現地の研究・技術開発、防災活動にも大いに貢献してきた。２００４年

のスマトラ島沖地震津波により大被害を受けた同島バンダアチェ市において、津波高さを

記録する記念ポールを約 100 本建設するのに尽力した。更に国際学会関係では、国際構造

制御学会理事，世界地震工学会事務局長等の要職を歴任地震工学の発展に大きく貢献して

きた．  
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名誉会員候補者の紹介 

              

河村 壮一（かわむら そういち）工学博士 

 

現職 耐震環境コンサルタント代表 

1968年 東京大学工学部建築学科卒業 

1970年 東京大学大学院修士課程修了、大成建設株式会社入社 

2003年  大成建設株式会社 執行役員 技術センター長 

2005年～2009年 大成建設株式会社 常務 技術センター長・原子力本部長 

2001年 日本地震工学会 理事 

2004年 日本地震工学会 副会長 

2012年 日本地震工学会 監事 

 

永年にわたり民間企業における研究開発を先導し、地震工学に関する幅広い技術分野に

おいてその発展に貢献してきた。基礎的な研究分野では、杭支持建物と地盤との動的相互

作用や地盤震動に関する研究を地震動観測等に基づき実証的に進めたほか、液状化による

側方流動で破壊した杭の発掘調査など震害調査を積極的に行い社会に発信した。また３軸

振動台を民間企業として先駆的に導入・活用して、振動実験施設の充実に対する起爆剤的

な役割を果たした。社会的なニーズへの対応として既存 RC造建物の耐震診断・補強技術を

開発して公的なプロジェクトに参画し基準・指針の作成にも貢献した。耐震技術に新しい

パラダイムを拓いた免震構造については、外国技術の導入に頼るだけでなく独自にすべり

方式を実用化し、その後広く活用されることとなった。既存建物の免震レトロフィットを

含め、基礎免震や中間階免震技術を世界的に見ても先進的かつ大規模に展開し、重要建物

の免震化の流れを促進した。以上のような地震工学に関連する幅広い分野における研究開

発活動は、一民間企業内に留まることなく当会を含めた様々な学協会への参画・協力を通

じて、社会の地震防災力向上に大きく貢献してきたほか、地震工学に関わる多くの技術者・

研究者間の交流の活性化にも寄与している。 
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名誉会員候補者の紹介 

 

鈴木 祥之（すずき よしゆき）工学博士 

 

現職 立命館大学教授 

1972年 京都大学防災研究所 助手 

1986年 京都大学防災研究所 助教授 

1999年 京都大学防災研究所 教授 

2001年 日本地震工学会 理事 

2006年 日本地震工学会 副会長 

 

建築構造物の耐震安全性を評価する耐震信頼性解析法、先端技術を用いた制震構造シス

テムの開発や構造物の健全度を調べるヘルスモニタリングの研究において先駆的研究を行

い、また阪神・淡路大震災では、被害調査の指揮をとり被災記録をまとめるとともに木造

建築物の耐震性能の向上が重要な課題であるとの認識のもとに精力的に木造建築物の耐震

性能を明らかにする研究に取り組まれ多くの成果を発表している。特に伝統構法木造建物

の耐震設計法や耐震補強法の開発や歴史的・文化財的建築物の耐震補強と保存修復の技術

開発など社会的な要請に応えるとともに多大な貢献をしている。また、この分野で多くの

若手研究者の育成とともに研究の発展と普及に寄与され、この分野の指導的な役割を果た

されている。さらに、研究成果を一般の職人、設計者などの実務者や行政に広く普及させ

るために多くのマニュアルの作成や講習会の開催などを行い、実務者等の技術レベルの向

上にも多大な貢献をなされた。日本建築学会賞（論文）、計測自動制御学会論文賞を受賞。 
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Stephen A. Mahin (ステファン・Ａ・メーイン） Ph. D 

 

現職  カリフォルニア大学バークレイ校土木・環境工学専攻教授、Pacific Earthquake 

Engineering Research Center 所長 

1968 年 カリフォルニア大学バークレイ校土木工学科卒業 

1970 年 カリフォルニア大学バークレイ校構造工学専攻修士課程修了 

1975 年 カリフォルニア大学バークレイ校構造工学専攻博士課程修了、Ph.D. 

1975 年 カリフォルニア大学バークレイ校地震工学専攻、ポスドク 

1977 年- カリフォルニア大学バークレイ校土木・環境工学専攻助教授、准教授、教授 

 

 国際的に最も著名な研究者の一人として、国際舞台において永年にわたり構造物の耐震

性向上に関する実験、解析両面からの研究を進めてきた。特に、ハイブリッド実験手法の

開発、FPS を用いた免震構造システムの開発に大きく貢献すると同時に、各種の震動台加震

実験、ハイブリッド載荷実験、現地観測やこれらに対する詳細な解析を通して構造物の耐

震評価法や耐震性向上技術の開発を行ってきた。これらの成果は米国のみならず、広く各

国の耐震設計、耐震性評価、耐震補強に取り入れられている。また、NEHRP のノースリッ

ジ地震研究コーディネートプログラム委員会、NSF の日米の大型実験共同研究プログラム

委員会(第 5 フェーズ 合成構造及びハイブリット構造)、NSF の先端鋼構造に関する日米共

同研究委員会、FEMA の鋼ラーメン構造の地震被害軽減プログラムの技術マネージ委員会、

NEES/E-Defense 共同研究プログラムの合同技術コーディネート委員会等を委員長や主要メ

ンバーとして主導してきた。こうした功績に対して、ASCE の Walter Huber Civil Engineering 

Research Prize (1983 年)、Norman Medal (1987 年)、NEES コンソーシアムの Founders Award 

(2005 年)、米国連邦道路庁の James Cooper Best Paper Award (2007 年)、米国鋼構造協会の

Lifetime Achievement Award (2013 年) 等を受賞している。以上のように、Stephen A. Mahin

教授は、世界の地震工学の発展に大きく寄与してきている。なお、Stephen A. Mahin 教授は

2011 年 7 月以降、日本地震工学会の会員である。 
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